
平
成
二
十
一
年
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
一
号

愛
玩
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
法
第
六
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
以
前
に
製
造
さ
れ
た
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
法
第
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
以
前
に
製
造
さ
れ
た
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
製
造
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
が
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
以
前
に
製
造
さ
れ
た
愛
玩
動
物
用
飼
料
で
あ
っ
て
、
法
第
六
条
第
二
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
該
当
す
る
も
の
を
販
売
し
た
場
合

又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
保
管
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
製
造
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
が
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
以
前
に
製
造
さ
れ
た
愛
玩
動
物
用
飼
料
で
あ
っ
て
、
法
第
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
該
当
す
る
も
の
を
販
売
し
た
場
合
又
は
販
売
の

用
に
供
す
る
た
め
に
保
管
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
一
日
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
二
〇
日
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
降
に
行
う
同
項
の
規
定
に
よ
る
農
薬
使
用
計
画
書
の
提
出
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
農
薬
取
締
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
薬
取
締
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省
令
別
記
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
職
員
の
証
明
書
は
、

同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
薬
取
締
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省
令
別
記
様
式
に
よ
る
職
員
の
証
明
書
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表１

　
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格

（１）
　
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
添
加
物
（
販
売
（
法
第
６
条
第
１
号
に
規
定
す
る
販
売
を
い
う
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
（
当
該
愛
玩
動
物
用
飼
料
を
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
愛
玩
動
物
に
使
用
さ
れ
る
も
の

を
除
く
。
以
下
「
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
」
と
い
う
。
）
の
製
造
の
過
程
に
お
い
て
又
は
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
加
工
若
し
く
は
保
存
の
目
的
で
、
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
添
加
、
混
和
、
浸
潤
そ
の
他
の
方
法
に
よ

っ
て
使
用
す
る
物
を
い
う
。
）
の
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
中
の
含
有
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
２
欄
に
定
め
る
量
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
１
欄

第
２
欄

亜
硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

１
０
０
ｇ
／
ｔ

エ
ト
キ
シ
キ
ン

７
５
ｇ
／
ｔ
（
犬
用
）

エ
ト
キ
シ
キ
ン
、
ジ
ブ
チ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ト
ル
エ
ン
及
び
ブ
チ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ニ
ソ
ー
ル
（
総
和
を
い
う
。
）

１
５
０
ｇ
／
ｔ

（２）
　
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
農
薬
（
農
薬
取
締
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
８
２
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
農
薬
を
い
う
。
）
の
使
用
に
伴
い
残
留
す
る
そ
の
農
薬
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し

て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
の
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
中
の
含
有
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
２
欄
に
定
め
る
量
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
１
欄

第
２
欄

グ
リ
ホ
サ
ー
ト

１
５μ
ｇ
／
ｇ

ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
メ
チ
ル

１
０μ

ｇ
／
ｇ

ピ
リ
ミ
ホ
ス
メ
チ
ル

２μ

ｇ
／
ｇ

1



マ
ラ
チ
オ
ン

１
０μ

ｇ
／
ｇ

メ
タ
ミ
ド
ホ
ス

０
．
２μ

ｇ
／
ｇ

（３）
　
次
の
表
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
汚
染
物
質
（
環
境
中
に
存
在
す
る
物
質
で
あ
っ
て
、
意
図
せ
ず
愛
玩
動
物
用
飼
料
中
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
愛
玩
動
物
の
健
康
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
質
の
販
売
用
愛
玩
動

物
用
飼
料
中
の
含
有
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
２
欄
に
定
め
る
量
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
１
欄

第
２
欄

ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
Ｂ
１

０
．
０
２μ

ｇ
／
ｇ

デ
オ
キ
シ
ニ
バ
レ
ノ
ー
ル

２μ

ｇ
／
ｇ
（
犬
用
）

１μ

ｇ
／
ｇ
（
猫
用
）

カ
ド
ミ
ウ
ム

１μ

ｇ
／
ｇ

鉛

３μ

ｇ
／
ｇ

無
機

ひ
砒
素
（
無
機

ひ砒
素
（
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
）
及
び
無
機

ひ砒
素
（
Ⅴ
）
の
総
和
を
い
う
。
）

2
μ

ｇ
／
ｇ

Ｂ
Ｈ
Ｃ
（α

―

Ｂ
Ｈ
Ｃ
、β

―
Ｂ
Ｈ
Ｃ
、γ

―

Ｂ
Ｈ
Ｃ
及
びδ

―

Ｂ
Ｈ
Ｃ
の
総
和
を
い
う
。
）

０
．
０
１μ

ｇ
／
ｇ

Ｄ
Ｄ
Ｔ
（
Ｄ
Ｄ
Ｄ
及
び
Ｄ
Ｄ
Ｅ
を
含
む
。
）

０
．
１μ

ｇ
／
ｇ

ア
ル
ド
リ
ン
及
び
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
（
総
和
を
い
う
。
）

０
．
０
１μ

ｇ
／
ｇ

エ
ン
ド
リ
ン

０
．
０
１μ

ｇ
／
ｇ

ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
及
び
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
エ
ポ
キ
シ
ド
（
総
和
を
い
う
。
）

０
．
０
１μ

ｇ
／
ｇ

メ
ラ
ミ
ン

２
．
５μ

ｇ
／
ｇ

（４）
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
規
定
す
る
物
質
の
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
中
の
含
有
量
を
算
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
中
の
水
分
の
含
有
量
が
１
０
％
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
量
を
当

該
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
量
か
ら
除
外
す
る
も
の
と
し
、
当
該
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
中
の
水
分
の
含
有
量
が
１
０
％
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
足
す
る
量
を
当
該
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
量
に
加
算
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
製
造
の
方
法
の
基
準

（１）
　
有
害
な
物
質
を
含
み
、
若
し
く
は
病
原
微
生
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
疑
い
が
あ
る
原
材
料
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

（２）
　
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
を
加
熱
し
、
又
は
乾
燥
す
る
場
合
は
、
原
材
料
等
に
由
来
し
て
当
該
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
中
に
存
在
し
、
か
つ
、
発
育
し
得
る
微
生
物
を
除
去
す
る
の
に
十
分
な
効
力
を
有
す
る
方
法
で
行
う
こ

と
。

（３）
　
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
は
、
猫
を
対
象
と
す
る
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
表
示
の
基
準

販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
　
販
売
用
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
名
称

イ
　
原
材
料
名

ウ
　
賞
味
期
限
（
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保
存
し
た
場
合
に
お
い
て
、
期
待
さ
れ
る
全
て
の
品
質
の
保
持
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
期
限
を
示
す
年
月
日
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
を
超
え
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
こ
れ
ら
の
品
質
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
）

エ
　
製
造
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

オ
　
原
産
国
名
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